
〈
広
告
〉

　

障
が
い
者
や
高
齢
者
の
介
護

は
、
周
り
か
ら
見
て
介
護
中
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
に
く
く
、
誤
解

や
偏
見
を
持
た
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
周
囲
の
人
に

介
護
中
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
温

か
く
見
守
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、

「
介
護
マ
ー
ク
」
入
り
名
札
を
希

望
者
の
方
に
無
料
で
交
付
し
て
い

ま
す
。

【
利
用
が
想
定
さ
れ
る
場
面
】

・
介
護
し
て
い
る
こ
と
を
周
囲
に

　

さ
り
げ
な
く
知
っ
て
も
ら
い
た

　

い
と
き

・
公
共
施
設
や
ス
ー
パ
ー
な
ど
人

　

が
集
ま
る
施
設
の
ト
イ
レ
で
付

　

き
添
う
と
き

・
男
性
介
護
者
が
女
性
用
の
下
着

　

を
購
入
す
る
と
き 

・
病
院
な
ど
で
一
人
で
も
医
師
等

　

の
話
を
聞
け
そ
う
に
見
え
る
方

　

に
付
き
添
い
、
一
緒
に
診
察
室

　

等
へ
入
る
と
き
な
ど

【
交
付
対
象
者
】

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
障
が
い

　

者
や
高
齢
者
等
の
介
護
を
行
っ

　

て
い
る
方
（
介
護
者
の
方
は
、

　

町
外
在
住
で
も
構
い
ま
せ
ん
）

②
町
内
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

　

な
ど
で
介
護
に
携
わ
る
方

③
町
内
居
住
で
、
介
護
に
携
わ
る

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
る
方

【
申
請
時
の
持
ち
物
】

①
介
護
者
の
本
人
確
認
書
類

（
例
）

　

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

　

保
険
証
な
ど

②
要
介
護
者
と
な
る
方
が
介
護
を

　

要
す
る
と
判
断
で
き
る
証
明
書

　

の
原
本
ま
た
は
写
し

（
例
）

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証
（
要
介

　

護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
の
み
）

・
身
体
障
害
者
手
帳

・
療
育
手
帳

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

・
そ
の
他
介
護
を
要
す
る
こ
と
が

　

わ
か
る
証
書
（
特
定
疾
患
医
療

　

受
給
者
証
な
ど
）
等

※
申
請
時
、
印
鑑
は
不
要
で
す
。

【
配
布
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先
】

・
保
健
福
祉
課
包
括
支
援
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）
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・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課
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八
雲
町
介
護
マ
ー
ク
入
り

名
札
を
配
布
し
て
い
ま
す

　　

子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
は
、

7
月
31

日
が
有
効
期
間
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
下
記
に
該
当
す
る
お

子
さ
ん
に
つ
い
て
は
3
月
31

日
ま

で
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
4
月
1

日
か
ら
お
使
い
い
た
だ
け
る
受
給

者
証
を
3
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す

（
高
校
を
卒
業
す
る
方
は
3
月
31

日
で
期
間
満
了
に
よ
り
助
成
終

了
と
な
り
ま
す
）
。

　

ま
た
、
中
学
校
を
卒
業
す
る
お

子
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
高
校
に
進

学
す
る
こ
と
が
医
療
費
助
成
の
対

象
条
件
と
な
る
た
め
、
継
続
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
方
法

に
つ
い
て
は
3
月
下
旬
に
個
別
に

案
内
文
書
を
郵
送
し
ま
す
。
な
お
、

今
回
手
続
き
が
必
要
な
方
は
中
学

校
を
卒
業
す
る
方
と
な
り
ま
す

が
、
現
在
高
校
に
在
学
中
の
方
も
、

下
記
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は

医
療
費
助
成
の
対
象
外
と
な
り
、

資
格
喪
失
の
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
国
民
健
康
保
険
係

ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
助
成
対
象
に
な
る
と
思

わ
れ
る
方
で
受
給
者
証
が
届
い
て

い
な
い
な
ど
の
場
合
に
も
、
お
手

数
で
す
が
国
民
健
康
保
険
係
ま
で

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
（
新
た
に

助
成
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
申

請

手

続

き

が

必

要

と

な

り

ま

す
）
。

【
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
送
付

　

対
象
者
】

・
H
20

・
4
・
2
〜
H
21

・
4
・

1
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん

・
H
26

・
4
・
2
〜
H
27

・
4
・

1
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん

※
重
度
心
身
障
が
い
者
医
療
費
受

給
者
証
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医

療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
お

子
さ
ん
は
有
効
期
間
が
7
月
31

日
ま
で
の
た
め
、
3
月
中
の
受

給
者
証
の
送
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
更
新
手
続
き
案
内
送
付
対
象
者
】

　

H
17

・
4
・
2
〜
H
18

・
4
・

1
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん

【
医
療
助
成
の
対
象
外
と
な
る
場

合
】

①
高
等
学
校
等
を
退
学
し
た
方

②
婚
姻
し
た
方

③
お
子
さ
ん
自
ら
が
医
療
保
険
各

法
の
被
保
険
者
、
組
合
員
ま
た

は
世
帯
主
と
な
っ
た
方

【
申
請
先
】

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係
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子
ど
も
医
療
費
受
給

者
証
の
更
新
の
お
知

ら
せ
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